
コンプライアンス

　「グループ内部統制基本方針」に基づき、明治安田グループ
のコンプライアンスを推進するにあたっての基本的な事項を
定めた「グループコンプライアンス基本方針」を制定していま
す。この基本方針では、業務遂行のあらゆる面においてコンプ
ライアンスが最優先されると認識し、国内外の適用されうる
法令、国際規範および社内規程等を遵守することはもとより、
社会的良識に基づいて公正・誠実に行動すること、お客さまに
最適な商品と質の高いサービスを提供し、お客さまの信頼に
お応えするためにコンプライアンスを実践すること等を基本
的な考え方としています。また、お客さまのライフステージや

加入目的等、お客さま一人ひとりのご事情や環境をふまえた
提案・募集を行なうための経営指針を定め、お客さま本位の
保険募集を推進しています。
　このほか、コンプライアンスに関する各種方針・規程を制定
するとともに、日々の業務において遵守すべき法令や社内
ルール等を「コンプライアンス・マニュアル（手順・解説書）」に
掲載し、全役職員に周知・徹底を図っています。なお、重要な方
針・規程・マニュアル等については、経営会議や取締役会にて
決定しています。

コンプライアンスに関する方針・規程等

　明治安田グループ全体のコンプライアンスに関する事項を
一元管理する部署をコンプライアンス統括部と定め、コンプ
ライアンス態勢の整備・高度化を推進するとともに、全所属に
配置した法令遵守責任者・法令遵守担当者と連携し、コンプ
ライアンス教育、不適正事象の未然防止策の推進、不適正事象
が発生した場合の対応等を実施しています。
　あわせて、不適正事象の発見者が直接報告できる内部通報
窓口として、社外に「企業倫理ホットライン」を設置すると
ともに、社内に「コンプライアンス110番」「人権110番」を

設置しています。さらに、職場環境の相談窓口として、社内に
「LC・MYRA専用職場環境相談窓口」「事務職員専用相談窓口」
「営業所長専用相談窓口」を設置しています。
　また、明治安田グループ全体のコンプライアンス態勢の
検討や業務執行部門への適切な提言を実施するため、「コンプ
ライアンス検証委員会」を設置するとともに、社外委員を含む
「お客さまサービス推進諮問会議」を設置し、お客さま志向の
前提となるコンプライアンスに関する態勢整備・高度化策の
うち重要な事項について諮問・報告する態勢としています。
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